
一
頁

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
相
互
承
認
協
定
）

（
相
互
承
認
協
定
）

第
一
条

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認

第
一
条

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認

の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令

の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
国
際
約
束
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

で
定
め
る
国
際
約
束
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及

（
新
設
）

び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
日
英
協
定
」
と

い
う
。
）

（
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
）

（
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関

係
法
令
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
技
術
上
の

係
法
令
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
技
術
上
の

要
件
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
特
定
輸
出
機
器
に
関
し
実
施
す
る
国

要
件
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
特
定
輸
出
機
器
に
関
し
実
施
す
る
国

外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
と
す
る
。

外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

日
欧
協
定
の
電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書
（
次
号

及
び

四

日
欧
協
定
の
電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
日
欧
協
定
電
気
製
品
附
属
書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第

次
条
に
お
い
て
「
日
欧
協
定
電
気
製
品
附
属
書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第



二
頁

二
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の

二
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
電
気
製
品

上
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
電
気
製
品

五

（
略
）

五

（
同
上
）

六

日
シ
協
定
附
属
書
Ⅲ
の
通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
に
関
す
る
分
野

六

日
シ
協
定
附
属
書
Ⅲ
の
通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
に
関
す
る
分
野

別
附
属
書
（
次
条
第
六
号
に
お
い
て
「
日
シ
協
定
通
信
端
末
機
器
等
附
属

別
附
属
書
（
次
条

に
お
い
て
「
日
シ
協
定
通
信
端
末
機
器
等
附
属

書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
通
信
端
末
機

同
部
第
一
節
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
通
信
端
末
機

器
及
び
無
線
機
器

器
及
び
無
線
機
器

七

日
シ
協
定
附
属
書
Ⅲ
の
電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書
（
次
条
第

七

日
シ
協
定
附
属
書
Ⅲ
の
電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書
（
次
条

七
号
に
お
い
て
「
日
シ
協
定
電
気
製
品
附
属
書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第

に
お
い
て
「
日
シ
協
定
電
気
製
品
附
属
書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第

二
節
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の
下
欄
に

二
節
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
電
気
製
品

掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
電
気
製
品

八

（
略
）

八

（
同
上
）

九

日
英
協
定
の
相
互
承
認
に
関
す
る
議
定
書
の
通
信
端
末
機
器
及
び
無
線

（
新
設
）

機
器
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書
（
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
日
英
協
定

通
信
端
末
機
器
等
附
属
書
」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
第

一
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ

る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器

十

日
英
協
定
通
信
端
末
機
器
等
附
属
書
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
第
二

（
新
設
）

号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同
部
第
一
節
の
表
の
上
欄
第
二
号
に
掲
げ
る

関
係
法
令
等
に
定
め
る
純
粋
有
線
通
信
端
末
機
器

十
一

日
英
協
定
の
相
互
承
認
に
関
す
る
議
定
書
の
電
気
製
品
に
関
す
る
分

（
新
設
）

野
別
附
属
書
（
次
条
第
十
一
号
に
お
い
て
「
日
英
協
定
電
気
製
品
附
属
書

」
と
い
う
。
）
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等

同

部
第
一
節
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
に
定
め
る
電
気
製
品



三
頁

（
指
定
基
準
）

（
指
定
基
準
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
指
定
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
指
定
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

げ
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
同
上
）

九

前
条
第
九
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
英
協
定
通
信
端
末
機

（
新
設
）

器
等
附
属
書
第
Ｂ
部
第
四
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
指
定
基
準

十

前
条
第
十
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
英
協
定
通
信
端
末
機

（
新
設
）

器
等
附
属
書
第
Ｂ
部
第
四
節
の
表
の
上
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
指
定
基
準

十
一

前
条
第
十
一
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
英
協
定
電
気
製

（
新
設
）

品
附
属
書
第
Ｂ
部
第
四
節
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
基
準

（
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
）

（
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に

一

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に

係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
四
年

係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
四
年

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

（
認
定
等
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
認
定
等
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
条

法
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に

第
十
条

法
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

主
務
大
臣
が
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
三

一

主
務
大
臣
が
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
三



四
頁

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
単

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
単

に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
全
部
を
自
ら
行
う
場
合

別
表
第
一

に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
全
部
を
自
ら
行
う
場
合

別
表
第
一

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
）

二

主
務
大
臣
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
調
査
機

二

主
務
大
臣
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
調
査
機

関
に
調
査
の
業
務
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合
及
び
法
第
三
十
六
条
第
一
項

関
に
調
査
の
業
務
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合
及
び
法
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
次
条
に
お
い

の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下

て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
調
査
の
業
務
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合

イ

「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
調
査
の
業
務
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合

イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

定
め
る
額

定
め
る
額

イ

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
四
千
七
百

イ

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
千
六
百
円

円

（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
千
二
百
円
）

ロ

法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
万
九

ロ

法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
万
六

千
百
円

千
九
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
六
千
五
百
円

）

ハ

法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
四

ハ

法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
千

千
七
百
円

六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
千
二
百
円
）

三

（
略
）

三

（
同
上
）

（
主
務
大
臣
）

（
主
務
大
臣
）

第
十
三
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と

第
十
三
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。



五
頁

一

第
二
条
第
一
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
国
外
適
合
性

一

第
二
条
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号

に
係
る
国
外
適
合
性

評
価
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣

評
価
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣

二

第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
十
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

二

第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号

に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

三

第
二
条
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
係
る
国
外
適
合

三

第
二
条
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号

に
係
る
国
外
適
合

性
評
価
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

性
評
価
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

電
子
申
請
に
よ
る

ら
な
い
者

手
数
料
の
額

ら
な
い
者

手
数
料
の
額

場
合
に
お
け
る
手

数
料
の
額

一

法
第
三
条
第
一
項
の
認

申
請
一
件
に
つ
き

一

法
第
三
条
第
一
項
の
認

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

第
二
条
第
一
号
に
係

百
七
十
五
万
二
千
四
百
円

イ

第
二
条
第
一
号
に
係

百
六
十
八
万
五
千

百
六
十
八
万
五
千

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

九
百
円

円

業
（
以
下
「
第
一
号
事

業
（
以
下
「
第
一
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

ロ

第
二
条
第
二
号
に
係

百
二
万
八
千
七
百
円

ロ

第
二
条
第
二
号
に
係

九
十
八
万
九
千
五

九
十
八
万
八
千
六

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

百
円

百
円

業
（
以
下
「
第
二
号
事

業
（
以
下
「
第
二
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

ハ

第
二
条
第
三
号
に
係

四
十
七
万
六
千
六
百
円

ハ

第
二
条
第
三
号
に
係

四
十
五
万
九
千
四

四
十
五
万
八
千
六

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

百
円

百
円



六
頁

業
（
以
下
「
第
三
号
事

業
（
以
下
「
第
三
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

ニ

第
二
条
第
四
号
に
係

百
二
万
八
千
七
百
円

ニ

第
二
条
第
四
号
に
係

九
十
八
万
九
千
五

九
十
八
万
八
千
六

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

百
円

百
円

業
（
以
下
「
第
四
号
事

業
（
以
下
「
第
四
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

ホ

第
二
条
第
五
号
に
係

四
十
七
万
六
千
六
百
円

ホ

第
二
条
第
五
号
に
係

四
十
五
万
九
千
四

四
十
五
万
八
千
六

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

百
円

百
円

業
（
以
下
「
第
五
号
事

業
（
以
下
「
第
五
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

へ

第
二
条
第
六
号
に
係

百
二
十
八
万
五
千
百
円

ヘ

第
二
条
第
六
号
に
係

百
二
十
三
万
九
千

百
二
十
三
万
八
千

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

三
百
円

四
百
円

業
（
以
下
「
第
六
号
事

業
（
以
下
「
第
六
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

ト

第
二
条
第
七
号
に
係

百
二
万
八
千
七
百
円

ト

第
二
条
第
七
号
に
係

九
十
八
万
九
千
五

九
十
八
万
八
千
六

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

百
円

百
円

業
（
以
下
「
第
七
号
事

業
（
以
下
「
第
七
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

チ

第
二
条
第
八
号
に
係

三
百
三
十
三
万
六
千
四
百
円

チ

第
二
条
第
八
号
に
係

三
百
二
十
一
万
千

三
百
二
十
一
万
三

る
国
外
適
合
性
評
価
事

る
国
外
適
合
性
評
価
事

二
百
円

百
円



七
頁

業
（
以
下
「
第
八
号
事

業
（
以
下
「
第
八
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

る
認
定

リ

第
二
条
第
九
号
に
係

百
七
十
五
万
二
千
四
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

る
国
外
適
合
性
評
価
事

業
（
以
下
「
第
九
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

ヌ

第
二
条
第
十
号
に
係

四
十
七
万
六
千
六
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

る
国
外
適
合
性
評
価
事

業
（
以
下
「
第
十
号
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
認
定

ル

第
二
条
第
十
一
号
に

四
十
七
万
六
千
六
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

係
る
国
外
適
合
性
評
価

事
業
（
以
下
「
第
十
一

号
事
業
」
と
い
う
。
）

に
係
る
認
定

二

法
第
六
条
第
一
項
の
認

申
請
一
件
に
つ
き

二

法
第
六
条
第
一
項
の
認

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

イ

第
一
号
事
業
に
係
る

百
七
十
三
万
六
千
八
百
円

イ

第
一
号
事
業
に
係
る

百
六
十
七
万
千
二

百
六
十
七
万
三
百

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

百
円

円

ロ

第
二
号
事
業
に
係
る

百
一
万
三
千
円

ロ

第
二
号
事
業
に
係
る

九
十
七
万
四
千
八

九
十
七
万
三
千
九

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

百
円

百
円



八
頁

ハ

第
三
号
事
業
に
係
る

四
十
六
万
千
円

ハ

第
三
号
事
業
に
係
る

四
十
四
万
四
千
七

四
十
四
万
三
千
八

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

百
円

百
円

ニ

第
四
号
事
業
に
係
る

百
一
万
三
千
円

ニ

第
四
号
事
業
に
係
る

九
十
七
万
四
千
八

九
十
七
万
三
千
九

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

百
円

百
円

ホ

第
五
号
事
業
に
係
る

四
十
六
万
千
円

ホ

第
五
号
事
業
に
係
る

四
十
四
万
四
千
七

四
十
四
万
三
千
八

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

百
円

百
円

ヘ

第
六
号
事
業
に
係
る

百
二
十
六
万
九
千
五
百
円

ヘ

第
六
号
事
業
に
係
る

百
二
十
二
万
四
千

百
二
十
二
万
三
千

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

六
百
円

七
百
円

ト

第
七
号
事
業
に
係
る

百
一
万
三
千
円

ト

第
七
号
事
業
に
係
る

九
十
七
万
四
千
八

九
十
七
万
三
千
九

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

百
円

百
円

チ

第
八
号
事
業
に
係
る

三
百
三
十
二
万
八
百
円

チ

第
八
号
事
業
に
係
る

三
百
十
九
万
六
千

三
百
十
九
万
五
千

認
定
の
更
新

認
定
の
更
新

四
百
円

六
百
円

リ

第
九
号
事
業
に
係
る

百
七
十
三
万
六
千
八
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

認
定
の
更
新

ヌ

第
十
号
事
業
に
係
る

四
十
六
万
千
円

（
新
設
）

（
新
設
）

認
定
の
更
新

ル

第
十
一
号
事
業
に
係

四
十
六
万
千
円

（
新
設
）

（
新
設
）

る
認
定
の
更
新

三

法
第
七
条
第
一
項
の
変

申
請
一
件
に
つ
き

三

法
第
七
条
第
一
項
の
変

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

イ

第
一
号
事
業
に
係
る

七
十
二
万
九
千
円

イ

第
一
号
事
業
に
係
る

七
十
万
二
千
二
百

七
十
万
千
三
百
円

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

円

ロ

第
二
号
事
業
に
係
る

四
十
四
万
八
千
六
百
円

ロ

第
二
号
事
業
に
係
る

四
十
三
万
千
九
百

四
十
三
万
千
円

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

円



九
頁

ハ

第
三
号
事
業
に
係
る

二
十
四
万
四
千
五
百
円

ハ

第
三
号
事
業
に
係
る

二
十
三
万
五
千
七

二
十
三
万
四
千
八

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

百
円

百
円

ニ

第
四
号
事
業
に
係
る

四
十
四
万
八
千
六
百
円

ニ

第
四
号
事
業
に
係
る

四
十
三
万
千
九
百

四
十
三
万
千
円

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

円

ホ

第
五
号
事
業
に
係
る

二
十
四
万
四
千
五
百
円

ホ

第
五
号
事
業
に
係
る

二
十
三
万
五
千
七

二
十
三
万
四
千
八

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

百
円

百
円

ヘ

第
六
号
事
業
に
係
る

五
十
三
万
六
千
五
百
円

ヘ

第
六
号
事
業
に
係
る

五
十
一
万
六
千
三

五
十
一
万
五
千
四

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

百
円

百
円

ト

第
七
号
事
業
に
係
る

四
十
四
万
八
千
六
百
円

ト

第
七
号
事
業
に
係
る

四
十
三
万
千
九
百

四
十
三
万
千
円

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

円

チ

第
八
号
事
業
に
係
る

百
三
十
一
万
五
百
円

チ

第
八
号
事
業
に
係
る

百
二
十
五
万
八
千

百
二
十
五
万
七
千

変
更
の
認
定

変
更
の
認
定

六
百
円

八
百
円

リ

第
九
号
事
業
に
係
る

七
十
二
万
九
千
円

（
新
設
）

（
新
設
）

変
更
の
認
定

ヌ

第
十
号
事
業
に
係
る

二
十
四
万
四
千
五
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

変
更
の
認
定

ル

第
十
一
号
事
業
に
係

二
十
四
万
四
千
五
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

る
変
更
の
認
定

備
考

備
考

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
同
上
）

七

第
九
号
事
業
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

（
新
設
）

す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
業
務
の

範
囲
を
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
一
の
項
リ
に
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
実
費
を
勘
案
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る



一
〇
頁

額
と
す
る
。

八

第
九
号
事
業
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け

（
新
設
）

よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
業
務
の
範
囲
を
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
に
限
定
し
て
同
条

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
二
の
項
リ
に
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
実
費
を
勘
案
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る

。
九

第
九
号
事
業
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け

（
新
設
）

よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
業
務
の
範
囲
を
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
に
限
定
し
て
同
条

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
三
の
項
リ
に
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
実
費
を
勘
案
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
額
と
す

る
。

十

第
二
号
事
業
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
更
新

七

第
二
号
事
業
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
更
新

（
以
下
「
認
定
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時

（
以
下
「
認
定
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時

に
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す

に
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の

る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の

手
数
料
の
額
は
、
一
の
項
ロ
又
は
二
の
項
ロ
に
定
め
る
額
か
ら
十

手
数
料
の
額
は
、
一
の
項
ロ
又
は
二
の
項
ロ
に
定
め
る
額
か
ら
十

五
万
三
千
二
百
円
（
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
等
と
同
時
に
第
四

四
万
八
千
八
百
円
（
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
等
と
同
時
に
第
四

号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
十
九
万
千
七
百
円

）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

四
十
七
万
四
千
九
百
円
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

十
一

第
三
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時

八

第
三
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時

に
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
（
第
二
号
事
業
を
除
く
。
）
に
係

に
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
（
第
二
号
事
業
を
除
く
。
）
に
係



一
一
頁

る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
三
号
事
業

る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
三
号
事
業

に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
一
の
項
ハ
又
は
二

に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
一
の
項
ハ
又
は
二

の
項
ハ
に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万
三
千
二
百
円
（
第
三
号
事
業
に

の
項
ハ
に
定
め
る
額
か
ら
十
四
万
八
千
八
百
円
（
第
三
号
事
業
に

係
る
認
定
等
と
同
時
に
第
五
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う

係
る
認
定
等
と
同
時
に
第
五
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
四
万
九
千
四
百
円
）
を
減
じ
た

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
四
万
四
千
六
百
円
）
を
減
じ
た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

十
二

第
十
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時

（
新
設
）

に
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
（
第
二
号
事
業
及
び
第
三
号
事
業

を
除
く
。
）
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
第
十
号
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、

一
の
項
ヌ
又
は
二
の
項
ヌ
に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万
三
千
二
百
円

（
第
十
号
事
業
に
係
る
認
定
等
と
同
時
に
第
十
一
号
事
業
に
係
る

認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
四
万
九
千

四
百
円
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

十
三

一
の
総
務
大
臣
認
定
事
業
（
第
一
号
事
業
、
第
六
号
事
業
、

九

一
の
総
務
大
臣
認
定
事
業
（
第
一
号
事
業
、
第
六
号
事
業
又

第
八
号
事
業
又
は
第
九
号
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

は
第
八
号
事
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時
に
他
の
総
務
大
臣
認
定
事

認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時
に
他
の
総
務
大
臣
認
定
事

業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

総
務
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は

総
務
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は

、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
イ
、
ヘ
、
チ
若
し
く
は
リ
又
は
二
の
項
イ
、

、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
イ
、
ヘ
若
し
く
は
チ

又
は
二
の
項
イ
、

ヘ
、
チ
若
し
く
は
リ
に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万
三
千
二
百
円
を
減

ヘ
若
し
く
は
チ

に
定
め
る
額
か
ら
十
四
万
八
千
八
百
円
を
減

じ
た
額
と
す
る
。

じ
た
額
と
す
る
。

十
四

一
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
（
第
四
号
事
業
、
第
五
号
事

十

一
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
（
第
四
号
事
業
、
第
五
号
事

業
、
第
七
号
事
業
又
は
第
十
一
号
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

業
又
は
第
七
号
事
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時
に
他
の
経
済
産
業

に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時
に
他
の
経
済
産
業



一
二
頁

大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て

る
当
該
他
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て

の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
ニ
、
ホ
、
ト
若
し
く
は
ル

の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
ニ
、
ホ
若
し
く
は
ト

又
は
二
の
項
ニ
、
ホ
、
ト
若
し
く
は
ル
に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万

又
は
二
の
項
ニ
、
ホ
若
し
く
は
ト

に
定
め
る
額
か
ら
十
四
万

三
千
二
百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

八
千
八
百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

十
五

第
二
条
各
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
う
ち
い
ず
れ

十
一

第
二
条
各
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
う
ち
い
ず
れ

か
の
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
他
の
国
外
適
合
性
評

か
の
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
他
の
国
外
適
合
性
評

価
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
認
定
を

価
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
認
定
を

受
け
て
い
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
が
当
該
他
の

受
け
て
い
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
が
当
該
他
の

国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
を
申
請
し
た
日
前
当
該
他

国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
を
申
請
し
た
日
前
当
該
他

の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
第
四
条
に
定
め
る
期
間
以
内
に

の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
第
四
条
に
定
め
る
期
間
以
内
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
手
数
料
と
し
て
一
の
項
若

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
手
数
料
と
し
て
一
の
項
若

し
く
は
二
の
項
に
定
め
る
額
（
備
考
一
か
ら
十
四
ま
で
の
い
ず
れ

し
く
は
二
の
項
に
定
め
る
額
（
備
考
一
か
ら
十

ま
で
の
い
ず
れ

か
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
備
考
一
か
ら

か
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
備
考
一
か
ら

十
四
ま
で
に
定
め
る
額
）
又
は
別
表
第
二
の
一
の
項
に
定
め
る
額

十

ま
で
に
定
め
る
額
）
又
は
別
表
第
二
の
一
の
項
に
定
め
る
額

（
同
表
の
備
考
一
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の

（
同
表
の
備
考
一
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の

備
考
一
に
定
め
る
額
）
を
納
め
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
申

備
考
一
に
定
め
る
額
）
を
納
め
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
申

請
に
際
し
、
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し

請
に
際
し
、
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限
る
。

て
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限
る
。

）
に
お
け
る
当
該
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ

）
に
お
け
る
当
該
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
一
の
項
又
は
二
の
項
に
定
め
る
額
か
ら
十
二
万
九
千
四
百
円
を

れ
一
の
項
又
は
二
の
項
に
定
め
る
額
か
ら
十
四
万
八
千
八
百
円
を

減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け

減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け

て
い
る
者
が
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

て
い
る
者
が
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
又
は
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
第
四
号
事

合
又
は
第
二
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
第
四
号
事

業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定

業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定



一
三
頁

等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
ロ
若
し
く
は

等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
ロ
若
し
く
は

二
の
項
ロ
又
は
一
の
項
ニ
若
し
く
は
二
の
項
ニ
に
定
め
る
額
か
ら

二
の
項
ロ
又
は
一
の
項
ニ
若
し
く
は
二
の
項
ニ
に
定
め
る
額
か
ら

四
十
六
万
七
千
八
百
円
を
減
じ
た
額
と
し
、
第
五
号
事
業
に
係
る

四
十
七
万
四
千
九
百
円
を
減
じ
た
額
と
し
、
第
五
号
事
業
に
係
る

認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
第
三
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ

認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
第
三
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
又
は
第
三
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者

う
と
す
る
場
合
又
は
第
三
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者

が
第
五
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

が
第
五
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項

る
当
該
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項

ハ
若
し
く
は
二
の
項
ハ
又
は
一
の
項
ホ
若
し
く
は
二
の
項
ホ
に
定

ハ
若
し
く
は
二
の
項
ハ
又
は
一
の
項
ホ
若
し
く
は
二
の
項
ホ
に
定

め
る
額
か
ら
二
十
万
千
七
百
円
を
減
じ
た
額
と
し
、
第
十
一
号
事

め
る
額
か
ら
二
十
四
万
四
千
六
百
円

業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
第
十
号
事
業
に
係
る
認
定
等

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
第
十
号
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け

て
い
る
者
が
第
十
一
号
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
等
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ

ぞ
れ
一
の
項
ヌ
若
し
く
は
二
の
項
ヌ
又
は
一
の
項
ル
若
し
く
は
二

の
項
ル
に
定
め
る
額
か
ら
二
十
万
千
七
百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る

を
減
じ
た
額
と
す
る

。

。

十
六

第
二
条
各
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
認
定
等
の
申

十
二

第
二
条
各
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
認
定
等
の
申

請
に
際
し
、
当
該
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
令
に
基
づ

請
に
際
し
、
当
該
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
令
に
基
づ

く
認
定
又
は
登
録
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

く
認
定
又
は
登
録
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
認
定
の
基
準
を
認
定
又
は
登
録
の
基
準
と
す
る
も
の
と
し

定
め
る
認
定
の
基
準
を
認
定
又
は
登
録
の
基
準
と
す
る
も
の
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い

証
す
る
書
類
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
よ
り
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る

る
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
よ
り
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の

者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の

項
又
は
二
の
項
に
定
め
る
額
か
ら
十
二
万
九
千
四
百
円
を
減
じ
た

項
又
は
二
の
項
に
定
め
る
額
か
ら
十
四
万
八
千
八
百
円
を
減
じ
た



一
四
頁

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

手
数
料
の
額

手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

手
数
料
の
額

一

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ

申
請
一
件
に
つ
き

一

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ

申
請
一
件
に
つ
き

の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

第
四
号
事
業
に
係
る
認
定
又
は

八
十
七
万
七
千
九
百
円

イ

第
四
号
事
業
に
係
る
認
定
又
は

九
十
四
万
六
千
五
百
円

そ
の
更
新

そ
の
更
新

ロ

第
五
号
事
業
に
係
る
認
定
又
は

三
十
九
万
四
千
八
百
円

ロ

第
五
号
事
業
に
係
る
認
定
又
は

四
十
一
万
七
千
円

そ
の
更
新

そ
の
更
新

ハ

第
七
号
事
業
に
係
る
認
定
又
は

八
十
七
万
七
千
九
百
円

ハ

第
七
号
事
業
に
係
る
認
定
又
は

九
十
四
万
六
千
五
百
円

そ
の
更
新

そ
の
更
新

ニ

第
十
一
号
事
業
に
係
る
認
定
又

三
十
九
万
四
千
八
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

は
そ
の
更
新

二

法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定

申
請
一
件
に
つ
き

二

法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定

申
請
一
件
に
つ
き

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

第
四
号
事
業
に
係
る
変
更
の
認

三
十
六
万
二
千
四
百
円

イ

第
四
号
事
業
に
係
る
変
更
の
認

三
十
八
万
二
千
七
百
円

定

定

ロ

第
五
号
事
業
に
係
る
変
更
の
認

十
八
万
四
千
五
百
円

ロ

第
五
号
事
業
に
係
る
変
更
の
認

十
九
万
四
千
円

定

定

ハ

第
七
号
事
業
に
係
る
変
更
の
認

三
十
六
万
二
千
四
百
円

ハ

第
七
号
事
業
に
係
る
変
更
の
認

三
十
八
万
二
千
七
百
円

定

定

ニ

第
十
一
号
事
業
に
係
る
変
更
の

十
八
万
四
千
五
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

認
定

備
考

備
考



一
五
頁

一

一
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と

一

一
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
同
時
に
他
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等

す
る
者
が
同
時
に
他
の
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
認
定
等
に
関
す
る

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
認
定
等
に
関
す
る

調
査
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
イ
か
ら
ニ

調
査
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
十
四
万
四
千
三
百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る

ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万
千
八
百
円

を
減
じ
た
額
と
す
る

。

。

二

第
二
条
各
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か

二

第
二
条
各
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か

の
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
他
の
国
外
適
合
性
評
価

の
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
他
の
国
外
適
合
性
評
価

事
業
（
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
認
定
等
を

事
業
（
経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
認
定
等
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
国
外
適
合
性

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
国
外
適
合
性

評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
が
当
該
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に

評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
が
当
該
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に

係
る
認
定
等
を
申
請
し
た
日
前
当
該
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業

係
る
認
定
等
を
申
請
し
た
日
前
当
該
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業

に
係
る
第
四
条
に
定
め
る
期
間
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

に
係
る
第
四
条
に
定
め
る
期
間
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
手
数
料
と
し
て
一
の
項
に
定
め
る
額
（
備
考
一
の
適

か
つ
、
そ
の
手
数
料
と
し
て
一
の
項
に
定
め
る
額
（
備
考
一
の
適

用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
備
考
一
に
定
め
る
額
）
又
は
別

用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
備
考
一
に
定
め
る
額
）
又
は
別

表
第
一
の
一
の
項
若
し
く
は
二
の
項
に
定
め
る
額
（
同
表
の
備
考

表
第
一
の
一
の
項
若
し
く
は
二
の
項
に
定
め
る
額
（
同
表
の
備
考

一
か
ら
十
四
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て

一
か
ら
十

ま
で
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
備
考
一
か
ら
十
四
ま
で
に
定
め
る
額
）
を

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
備
考
一
か
ら
十

ま
で
に
定
め
る
額
）
を

納
め
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
申
請
に
際
し
、
当
該
認
定
を

納
め
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
申
請
に
際
し
、
当
該
認
定
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
書

受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
書

類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
認
定
等

類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
認
定
等

に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項

に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
項

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
十
一
万
九
千
四
百
円
を
減
じ
た

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万
千
八
百
円

を
減
じ
た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

三

経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
の
申
請
に
際
し
、
当

三

経
済
産
業
大
臣
認
定
事
業
に
係
る
認
定
等
の
申
請
に
際
し
、
当



一
六
頁

該
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
令
に
基
づ
く
認
定
又
は
登

該
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
令
に
基
づ
く
認
定
又
は
登

録
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
の

録
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
の

基
準
を
認
定
又
は
登
録
の
基
準
と
す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で

基
準
を
認
定
又
は
登
録
の
基
準
と
す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と

し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け

し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
認
定
等
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ

る
当
該
認
定
等
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
の
項
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
十
一
万
九
千
四

れ
ぞ
れ
一
の
項

に
定
め
る
額
か
ら
十
五
万
千
八
百

百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

円

を
減
じ
た
額
と
す
る
。


